
 

23 日獣発第 242 号 

平成 23 年 10 月 27 日 

 

地方獣医師会会長 各 位 

 

社団法人 日本獣医師会 

会 長  山 根 義 久 

(公印及び契印の押印は省略) 

 

堆肥・飼料等の放射性セシウムの暫定許容値に 

係る周知徹底について 

 

このことについて、平成 23 年９月 30 日付け 23 生産第 4581 号をもって、農

林水産省生産局農産部農業環境対策課長、同部技術普及課長、畜産部畜産企画

課長、同部畜産振興課長の連名で別添写しのとおり通知がありました。 

このたびの通知の内容は、堆肥・飼料等の放射性セシウムの暫定許容値につ

いては、先般、平成 23 年８月 10 日付け 23 日獣発第 141 号「放射性セシウムを

含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定について」（平成

23 年８月１日付け消費・安全局長、生産局長、林野庁長官及び水産庁長官連名

通知 以下「８月１日付け通知」という。）により通知しているところですが、

堆肥については、秋以降作付け前に利用する農業者も多く、稲わら、もみがら

などを利用して自ら堆肥を生産する場合もあることや、農業者が生産する米や

稲わらなどは飼料としても利用されることなどから、８月１日付け通知の再周

知を各農政局生産部長宛てに通知したので、本会傘下の関係者に改めて周知の

徹底を求められたものです。 

貴会関係者に再度周知方お願いします。 

 

 本件内容の問合せ先 

 日本獣医師会事業担当 長野 

 TEL  03－3475－1601 
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